
委30-1 

 

実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方 

 

〔平成23年9月30日〕 

〔宇宙開発戦略本部決定〕 

 

準天頂衛星システムは、産業の国際競争力強化、産業・生活・行政

の高度化・効率化、アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンス

の向上、日米協力の強化及び災害対応能力の向上等広義の安全保

障に資するものである。 

諸外国が測位衛星システムの整備を進めていることを踏まえ、我が

国として、実用準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに取り組

むこととする。 

具体的には、2010年代後半を目途にまずは4機体制を整備する。

将来的には、持続測位が可能となる 7機体制を目指すこととする。 

我が国として実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、準天

頂衛星初号機「みちびき」の成果を活用しつつ、内閣府が実施するこ

ととし、関連する予算要求を行うものとする。また、開発・整備・運用か

ら利用及び海外展開を含む本事業の推進に当たっては、関係省庁

及び産業界との連携・協力を図ることとする。 

内開府がこうした役割を果たすために必要な法律改正を予算措置

に合わせて行うこととする。 

なお、内閣府に実施体制を整備するに当たっては、行政機関の肥

大化につながらないよう配慮するものとする。 

 

 

実用準天頂衛星システム事業の推進の基本的な考え方 

 

〔平成23年9月30日〕 

〔閣議決定〕 

 

準天頂衛星システムは、産業の国際競争力強化、産業・生活・行政

の高度化・効率化、アジア太平洋地域への貢献と我が国プレゼンス

の向上、日米協力の強化及び災害対応能力の向上等広義の安全保

障に資するものである。 

諸外国が測位衛星システムの整備を進めていることを踏まえ、我が

国として、実用準天頂衛星システムの整備に可及的速やかに取り組

むこととする。 

具体的には、2010年代後半を目途にまずは4機体制を整備する。

将来的には、持続測位が可能となる 7機体制を目指すこととする。 

我が国として実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用は、準天

頂衛星初号機「みちびき」の成果を活用しつつ、内閣府が実施するこ

ととし、関連する予算要求を行うものとする。また、開発・整備・運用か

ら利用及び海外展開を含む本事業の推進に当たっては、関係省庁

及び産業界との連携・協力を図ることとする。 

内開府がこうした役割を果たすために必要な法律改正を予算措置

に合わせて行うこととする。 

なお、内閣府に実施体制を整備するに当たっては、行政機関の肥大

化につながらないよう配慮するものとする。 



 

宇宙空間の開発・利用の戦略的な推進体制の横築について 

 

〔平成23年9月30日〕 

〔宇宙開発戦略本部決定〕 

 

宇宙空間の開発・利用の戦略的な推進体制を構築することは、我

が国の宇宙政策にとって積年の課題であり、宇宙基本法の理念に基

づいて早急に取り組む必要がある。そのため、以下の考えに沿って

検討を進め、スクラップアンドビルドを前提に、内開府に我が国宇宙

政策の司令塔機能と準天頂衛星システムの開発・整備・運用等施策

実施機能を担当する体制を構築するために必要な法案等を次期通

常国会への提出を目途として準備する。 

（1） 「宇宙庁（仮称）」的な一元化ではない形で実効的な宇宙開発利

用体制を構築すること。なお、宇宙庁については、科学技術・イノ

ベーション政策の検討とも連携しつつ、将来的な課題として引き続

き検討する。 

（2） 宇宙政策において内閣府の司令塔機能と準天頂衛星システム

の開発・整備・運用等実施機能を行政組織のどのレベルで切り分

けるかについては、中立公正の要請及び組織の肥大化防止の要

請を踏まえた実効的な宇宙開発利用体制の構築に向け検討を行う

こと。 

また、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の主務省については、

これまでの文部科学省による監督実績及びその予算の大部分を文部

科学省が支出していることを尊重しつつ、宇宙開発戦略本部を支え

る内開府が司令塔機能の実効性をどのように確保するかについて検

討を行う。 

 

宇宙空間の開発・利用の戦略的な推進体制の横築について 

 

〔平成23年9月30日〕 

〔閣議決定〕 

 

宇宙空間の開発・利用の戦略的な推進体制を構築することは、我

が国の宇宙政策にとって積年の課題であり、宇宙基本法の理念に基

づいて早急に取り組む必要がある。そのため、以下の考えに沿って

検討を進め、スクラップアンドビルドを前提に、内開府に我が国宇宙

政策の司令塔機能と準天頂衛星システムの開発・整備・運用等施策

実施機能を担当する体制を構築するために必要な法案等を次期通

常国会への提出を目途として準備する。 

（1） 「宇宙庁（仮称）」的な一元化ではない形で実効的な宇宙開発利

用体制を構築すること。なお、宇宙庁については、科学技術・イノ

ベーション政策の検討とも連携しつつ、将来的な課題として引き続

き検討する。 

（2） 宇宙政策において内閣府の司令塔機能と準天頂衛星システム

の開発・整備・運用等実施機能を行政組織のどのレベルで切り分

けるかについては、中立公正の要請及び組織の肥大化防止の要

請を踏まえた実効的な宇宙開発利用体制の構築に向け検討を行う

こと。 

また、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の主務省については、

これまでの文部科学省による監督実績及びその予算の大部分を文部

科学省が支出していることを尊重しつつ、宇宙開発戦略本部を支え

る内開府が司令塔機能の実効性をどのように確保するかについて検

討を行う。 


